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年金（３） 積立方式への移行 

 

ｒ＞ｎの状態を考えるが，簡単化のため，ｎ＝０とする。各世代の総人口を１に基準化す

る（その意味は，１人当たりの数値とマクロの数値を同じ記号で表現し，記号が簡素化で

きるからである）。 

 

（Ａ）１期に賦課方式の年金を導入する 

０期生まれの引退世代は１の年金給付を受け，１期生まれの現役世代は１の保険料を払う。

以下，各期に同様のことが継続する。 

 

（Ｂ）１期に国債を発行する 

０期生まれの引退世代に１の年金給付をするが，その財源を１期生まれの現役世代へのｒ

／（１＋ｒ）の税金（ここでの議論では保険料でも可）と１／（１＋ｒ）の国債発行でま

かなう。それ以降，ｒ／（１＋ｒ）の利払費を現役世代に課すと，１／（１＋ｒ）の国債

残高をずっと維持できる。 

 

（Ｃ）積立方式への切り替え 

１０１期（遠い昔に賦課方式の年金が導入されていたことの譬え）に積立方式に切り替え

る。１０１期の年金給付は賦課方式で，１０２期の年金給付は積立方式によるものとする。 

 

（Ｄ）二重の負担の平準化 

１０１期に給付する賦課方式の積立不足分は，まず国債に振り替え，１０１期以降の現役

世代が均等に負担することを考える。１０１期の現役世代がｒ／（１＋ｒ）の租税負担を

おこない，１／（１＋ｒ）の国債を発行し，１０２期以降の現役世代がｒ／（１＋ｒ）の

税負担をおこないと，１／（１＋ｒ）の国債残高で持続できる（積立不足を無限に先送り

する）。 
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